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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本高圧力技術協会（HPI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産

業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産

業規格である。これによって，JIS B 0116:2020 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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パッキン及びガスケット用語 

Glossary of terms for packings and gaskets 

 

1 適用範囲 

この規格は，パッキン及びガスケットの種類及び名称に関する用語，並びにそれらに関する技術用語（以

下，用語という。）について規定する。 

2 引用規格 

この規格には，引用規格はない。 

3 分類 

この規格の用語の分類は，次による。 

a) シール一般 

b) パッキン 

1) パッキン共通 

2) 成形パッキン 

3) グランドパッキン 

4) メカニカルシール 

5) その他のパッキン 

c) ガスケット 

d) その他のシール 

e) 共通 

4 用語及び定義 

パッキン及びガスケット並びにそれらに関する用語及び定義は，次による。 

注記 1 用語の一部に丸括弧“（ ）”で続けた用語は，用語を限定し，索引の際の負担を軽減するため

のもので，実際の使用に際してはその表現の適否に留意する。 

注記 2 参考のため，用語には対応英語を示し，関連する JIS のあるものは，参考規格としてその規格

番号を示す。 

  


